
船舶事故調査報告書 

平成２９年９月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 火災 

発生日時 平成２８年１１月１７日 １３時００分ごろ 

発生場所 沖縄県国頭
くにがみ

村宜名
ぎ な

真
ま

漁港西南西方沖 

 辺
へ

戸
ど

岬灯台から真方位２４７°３.９海里付近 

 （概位 北緯２６°５０.５′ 東経１２８°１０.８′） 

事故の概要  プレジャーボートKaiho
カ イ ホ

は、東北東進中、火災が発生した。 

事故調査の経過 平成２８年１１月２１日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート Kaiho（大韓民国籍）、１７トン 

 ０３８５、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長（大韓民国籍）、小型船舶操縦士（ヨット、ボート限定）（大韓民

国発給） 

 負傷者 なし 

 損傷 左舷主機排気管に亀裂、左舷主機排気管の断熱材、機関室左舷側の天

井及び電気配線に焼損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人１人を乗せ、大韓民国済州
チェジュ

島

に向けて回航の目的で沖縄県那覇市那覇港を出港し、宜名真漁港西南

西方沖を約１２ノットの対地速力で手動操舵により東北東進してい

た。 

船長は、操縦席で操船に当たっていたところ、操縦席後方床下の機

関室から白煙が生じていることに気付いた。 

船長は、主機を停止して機関室を覗
のぞ

いたところ、左舷主機過給機付

近に火炎を認め、同乗者と共に粉末消火器及び飲料水として積んでい

たペットボトルの水で消火した後、海上保安庁及び船舶販売業者に携

帯電話で救助を要請した。 

本船は、出火場所付近に再び火炎が認められたが、来援した巡視艇

により消火された後にえい
．．

航され、船舶販売業者が手配した船舶が引

き継いでえい
．．

航中、三度
み た び

出火場所付近から火炎が認められて消火され

た後、完全に鎮火し、沖縄県本部
も と ぶ

町浜崎漁港に入港した。 

本船は、新造から約２９年が経過しており、中古船として売買され

たものであり、本事故前の約３年間使用されていなかった。 

本船は、左舷主機の排気管が腐食して亀裂を生じており、左舷主機

排気管の断熱材、機関室左舷側の天井（ＦＲＰ及び木材等）及びその

付近に設置されていた電気配線が激しく焼損していることが本事故後



に判明した。 

分析  本船は、左舷主機の排気管が腐食して亀裂を生じていたことから、

高温の排気ガスが噴出し、左舷主機排気管の断熱材が発火して付近の

可燃物に燃え広がり、火災となった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、左舷主機の排気管が腐食して亀裂を生じていた

ため、高温の排気ガスが噴出し、左舷主機排気管の断熱材が発火して

付近の可燃物に燃え広がり、火災となった可能性があると考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・排気管の定期的な点検を行い、腐食及び亀裂等の早期発見に努め

ること。 

 


